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第１章 計画の概要 

１ 計画策定の趣旨 

岩見沢市では、「岩見沢市総合開発計画基本構想（昭和44年3月策定）」以来、これまで五次に

わたって総合計画を策定してきました。 

現在の「新岩見沢市総合計画（平成20年度～29年度）」は、平成18年3月の岩見沢市、北村、栗

沢町の市町村合併を契機として策定され、この間、「新市建設計画」を踏まえた新市の一体感の確

立と継続的な発展をめざし、将来の都市像として掲げた「人・地域が輝く 緑と活力に満ちた文化都

市」の実現に向けて、総合的かつ計画的なまちづくりを進めてきたところです。 

合併から11年を経て、近年においては、急速に進展する人口減少と少子高齢化が社会的な課題

となっており、労働力人口の減少に伴う地域経済の停滞に加えて、税収の減少や社会保障費の増

大、地域コミュニティ機能の低下など、さまざまな形で地域の活力に大きな影響を及ぼすことが懸念

されています。 

このように社会経済情勢が大きく変化する時代にあって、直面するさまざまな課題や多様化する

市民のニーズに的確に対応していくためには、時代の潮流や将来を見据え、本市が目指すべき将

来像やまちづくりの方向性を明確にし、必要な施策をスピード感をもって取り組む必要があります。 

こうした経緯を踏まえ、新しいまちづくり及び市政運営の基本方針として、「（仮称）第6期岩見沢市

総合計画（以下「本計画」といいます。）」を策定します。 

 

２ 計画の位置づけ 

本計画は、平成 27 年 4 月 1 日に施行された「岩見沢市まちづくり基本条例」を根拠として策定され

た最初の総合計画であり、市政運営における最上位の計画として位置付けられるとともに、条例の基本

理念である「情報共有、参加、協働」のもと、市民主体による自主自立のまちづくりの方向性を示す基

本的な指針ともなるものです。 
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３ 計画の構成・計画期間 

（１）計画の構成 

本計画は、「基本構想」と「基本計画」で構成します。 

【基本構想】 

まちづくりの指針となる長期的ビジョンであり、本市が目指す「将来都市像」を示すとともに、

その実現に向けた「基本目標」と「施策の大綱」を定めます。 

【基本計画】 

基本構想で定めた「将来都市像」「基本目標」を実現するため、「施策の大綱」で示した基本施

策ごとに具体的方針（取組方針）を定めます。 

■ 計画の構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）計画期間 

本計画の期間は、平成 30年度から平成 39年度までの 10年間とします。 

また、基本計画については、5年目（平成 34年度）に検証の上、必要に応じて見直しを行います。 

■ 計画期間 
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４ 進行管理 

本計画を着実に推進していくためには、事業の進捗や効果について適切に評価し、その結果

に基づき見直しや改善を図っていくＰ-Ｄ-Ｃ-Ａサイクルを継続的に行うことが必要です。 

そのため、毎年度の行政評価を通じて、本計画に掲げている施策・事業の進捗状況を的確に

把握するとともに、基本計画全般にわたる検証・評価を 5年毎に実施することにより、10年後

に策定する次期基本計画の基礎資料とするほか、必要に応じて基本計画の見直しにも活用する

ものとします。 

 

 

■ Ｐ-Ｄ-Ｃ-Ａサイクル 
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第２章 計画策定の背景 

１ 時代の潮流 

（１）人口減少社会の到来と少子高齢化 

日本の総人口は、平成27年の国勢調査において減少に転じており、少子高齢化の進展を背景と

した本格的な人口減少時代へと突入しています。 

人口減少と少子高齢化の進行は、労働力人口の減少や消費の縮小に伴う地域の活力の低下を

招くほか、年金をはじめとする社会保障制度の維持が困難となるなど、社会経済全般にわたり多大

な影響をもたらすことが懸念されており、生産年齢人口の減少に歯止めをかけるとともに、超高齢社

会にも対応した様々な施策を展開していく必要があります。 

（２）経済環境の変化 

国内の経済環境は、平成 20 年のリーマンショックに端を発した深刻な景気低迷からの回復が進

み、雇用環境についても改善がみられています。 

しかし、非正規雇用の増加による格差の拡大が指摘されているほか、消費税率の引上げや将来

への不安に起因する個人消費の低迷など、必ずしも景気回復を実感できるまでには至っていないの

が現状であり、経済のグローバル化による国際間競争の激化といった経済環境の変化も重なり、先

行きが不透明な状況が続いています。 

（３）高度情報化社会の進展 

インターネットや携帯端末などに代表される情報通信技術（ＩＣＴ）の飛躍的な発展により、誰もがど

こにいても必要な時に好きな情報にアクセスできる社会が到来し、人々の生活スタイルを一変させる

とともに、産業分野など社会経済全般にわたって大きな変革をもたらしています。 

行政分野においても、防災や教育、福祉、保健など様々な業務における市民サービスの向上や

事務の効率化に寄与することが期待されており、個人情報の保護やセキュリティの確保、情報格差

等への対策にも十分に配慮しながら、積極的な活用が進められています。 

（４）環境問題に対する意識の高まり 

世界的な人口の増加や経済活動の拡大に伴う地球温暖化や生態系の破壊など、地球規模での

環境問題の深刻化を背景として、環境への関心が高まりを見せており、東日本大震災を契機とした

再生可能エネルギーの利用や省エネルギーなどへの取組みも注目されています。 

環境問題の根底には、社会経済活動や人々の生活スタイルの変化といった現代社会特有の要因
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があり、大量生産、大量消費、大量廃棄からの転換を進め、環境負荷の少ない循環型・低炭素化社

会を実現するため、地域、家庭、事業者及び行政がそれぞれの立場で行動していくことが求められ

ています。 

（５）安全・安心に対する意識の高まり 

近年、東日本大震災や熊本地震のような大規模地震や、台風、局地豪雨などの大きな自然災害

がたびたび発生し、全国各地に大きな被害をもたらしています。また、高齢者を狙った詐欺事件やイ

ンターネットによる犯罪、新たな感染症の発生など、日常生活におけるリスクは拡大かつ複雑化して

おり、防災や安全・安心に対する危機意識は従来にないほど高まっています。 

市民の生命と財産を守り、地域社会の中で安心に暮らすことのできるよう、行政による「公助」はも

とより、自ら守る「自助」とみんなで守る「共助」のそれぞれの取組みに対する意識や対応力を高め、

地域住民や関係機関とも連携しながら、災害や犯罪等による被害を防ぐ取組みを進める必要があり

ます。 

（６）価値観やライフスタイルの多様化 

社会経済の成熟化や情報化社会の進展に伴い、個人の価値観やライフスタイルは多様化し、経

済的な「物の豊かさ」よりも、ゆとりや安らぎといった「こころの豊かさ」を重視する傾向が強まっており、

多様な価値観や個性を尊重する社会への転換が今後ますます進むものと予想されています。 

その一方で、個人を重視する価値観がもたらす弊害のひとつとして、人と人とのつながりの希薄化

なども指摘されており、少子高齢化による核家族・単独世帯の増加もあいまって、地域コミュニティの

維持・強化に対する重要性が高まっています。 

（７）地方分権の進展と行財政改革の推進 

国と地方は対等・協力の関係にあるという考えのもと、一連の地方分権改革によって権限や財源

の移譲等が進められており、住民に最も身近な行政主体である市町村が自主性と自立性を高め、多

様化するニーズに的確に対応した特色ある地域づくりを進めるとともに、自立した行政運営を確立す

ることが求められています。 

加えて、自治体の財政状況が厳しさを増す中、将来にわたって持続可能なまちづくりを進めるた

め、行財政改革を積極的に推進し、健全な財政運営を堅持することが重要となっています。 
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２ まちづくりの主要な課題 

（１）人口減少・少子高齢化への対応と地方創生 

本市では、全国よりも先行して人口減少・少子高齢化が進展しており、総人口（国勢調査）は平成

7年の 97,042人をピークとして、平成 27年では 84,499人にまで減少しています。また、年齢 3区

分別の構成比（平成 27 年）では、15 歳未満の年少人口の割合が 10.7％であるのに対し、65 歳以

上の老年人口の割合（高齢化率）は 32.6％に達し、全国平均（26.7％）を大きく上回っています。 

特に、北村・栗沢地区では、人口が昭和 55 年との比較で半数近くにまで減少する一方で、高齢

化率は 40％前後に達しており、人口減少と高齢化の進行がより顕著となっています。 

 

国においては、将来にわたって活力ある日本社会を維持するため、平成 26 年 11 月施行の「ま

ち・ひと・しごと創生法」に基づき、「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」「「まち・ひと・しごと総合戦略」

を閣議決定し、国・地方の総力を挙げての「地方創生」に向けた総合的な取組みを進めています。 

これを受けて、本市においても、平成 28年 1月に「岩見沢市人口ビジョン」「岩見沢市総合戦略」

を策定し、4 つの基本目標のもと、以下の重点施策を掲げ、人口減少の克服と経済縮小の克服によ

る地方創生に向けた具体的施策を展開しています。 

【重点施策 1】 岩見沢市の「農」と「食」を世界の消費者に届ける活力ある産業を育むまち 

【重点施策 2】 若者から高齢者まで誰もが住みやすいまち 

【重点施策 3】 女性と子育てに日本で一番快適なまち 

【重点施策 4】 市民ひとり一人が健康で生きがいを持ってくらせる健康経営を実践するまち 

 

（２）市民生活の安全・安心の確保 

市民意識調査によると、理想とする将来のまちの姿として、「災害に強く、犯罪の少ない安全・安心

なまち」が最上位（56.6％）となり、また、重要度の上位に「地域防災力の向上」「安全・安心な生活環

境の確保」が挙げられていることからも、防災、防犯、消防、救急といった安全・安心な暮らしに対す

る市民のニーズは非常に高いものがあります。 

また、道内有数の豪雪地帯である本市にとって、冬期間における市民の安全・安心で快適な暮ら

しの確保は最重要課題の一つであり、今後ますます高齢化が進む中、定住の促進を図る観点からも、

継続的な取組みが必要とされています。 

 

（３）健康で快適な地域社会の実現 

食生活や運動不足に起因する生活習慣病の増加や、高齢化の進展に伴う要介護者の増加が社

会的課題となる中、医療や介護にかかる負担の増加を防ぐためにも、生活習慣の改善や介護予防
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等を通じた健康寿命の延伸に向けた取組みが重要となっています。 

市民意識調査の結果によると、理想の本市の将来像を「いつまでも元気に暮らすことのできる健

康のまち」とする市民は全体の 46.8％（「安全・安心なまち」に次ぐ高い回答）であり、また、重要度の

上位には「医療体制の充実」「病気の予防と早期発見」が挙げられているなど、健康の維持・増進に

対する市民の関心は非常に高いものとなっています。 

本市においても、いつまでも健康な生活を送ることができるよう、自らが健康に関心を持ち、健康

状態を把握・管理するライフスタイルへの転換を図るとともに、地域全体で市民の健康を支えることの

できる環境をいち早く整備する必要があります。 

○健康経営都市宣言 

岩見沢市は、平成 28年 6月に全国の自治体で初めてとなる「健康経営都市宣言」を行い

ました。本市が目指す「健康経営都市」とは、「人もまちも元気で健康」でいられるよう、医療

や介護等の公的サービスを中心とした「守る」基盤を確保しつつ、市民自ら健康づくりを進め

る「創る」健康、さらには環境整備や啓発などを通じてこれらを「つなぐ」ことにより、誰もが健

康で生きがいをもって暮らすことのできる「健康経営都市」づくりを地域一体となって進めて

いこうとするものです。 

 

（４）都市の魅力の創出・向上と発信 

市民意識調査の結果によると、本市の優位点として「緑が多い自然環境」「札幌などの周辺都

市へのアクセス性」「自然災害の少なさ」が上位に挙げられています。 

人口減少社会の中で、本市が今後とも持続的な発展を遂げるためには、このような本市が持つ

優位性や地域資源を磨くと同時に新たな魅力を創出し、まちの内外に対し効果的に発信すること

により、「住んでみたい・住み続けたい・選ばれるまち」という評価を高め、住民の定着や若い世代

の流入、さらには交流人口の増加を促し、地域の活性化への好循環につなげる必要があります。 

 

（５）持続可能な地域経営の確立 

本市の財政状況は、生産年齢人口の減少に伴う税収の減少や高齢化の進展による扶助費の

増加などにより、今後ますます厳しさを増してくることが予想されています。 

また、高度経済成長期以降に相次いで整備された道路・橋りょう、上下水道等の社会インフラ

や公共施設の老朽化が進行する中で、その改修・更新費用をすべて負担し続けることは困難であ

り、再編や長寿命化等を通じた適正配置への取組みが喫緊の課題となっています。 

こうした状況に対応するためには、健全で持続可能な行財政基盤の構築に向け、財源の安定

的な確保とともに、職員の意識改革や行政改革への不断の取組みが一層求められています。  
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３ 市民の意識について 

（１）市民意識調査 

18歳以上の市民 1万人（無作為抽出）を対象として、本市の生活環境や市政に対する評

価、理想とする将来のまちの姿などを把握し、総合計画の策定に反映させることを目的と

して、アンケート調査を実施しました。 

♦ 実施時期・方法 平成 28年 11月（郵送による送付・回答） 

♦ 回収数 3,266件（回収率 32.7％） 

 

①暮らしやすさ 

本市を暮らしやすい（「思う」「少し思う」の合計）と回答した市民が全体の5割を超え、「思わない」

「あまり思わない」（合わせて 2割未満）を大きく上回っており、多くの市民が本市を「暮らしやすい」

と感じています。 

 

 

 

②「優れている・便利である」「見劣りする・不便である」点 

 

■岩見沢市で暮らしていて「優れている・便利である」点 

「緑豊かな自然環境」「周辺都市との良好なアクセス」「自然災害が少ない」の順に高く評価され

ています。 

 

 

■岩見沢市で暮らしていて「見劣りする・不便である」点 

「市内の公共交通の便」「働く場所」の順に不便を感じている市民が多く、今後のまちづくりに向

けての課題といえます。また、「除排雪体制」については、優れている点（5位）・見劣りする点（3位）

のどちらも上位に挙げられており、市民が高い関心を持っていることがわかります。 

26.3 27.4 24.4 12.9 5.8 3.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

思う 少し思う どちらともいえない あまり思わない 思わない 無回答

47.3 

46.1 

37.2 

26.0 

19.7 

0% 20% 40% 60%

緑が多く、自然環境に恵まれている

札幌など周辺都市との交通アクセスがよい

自然災害が少ない

治安がよく、安全・安心に暮らせる

除排雪体制や地域の協力が整っている
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③定住意向 

これからも本市に「住み続けたい」「できれば住み続けたい」と回答した方の合計が全体の約 7 割に

達しており、多くの市民が本市への定住意向を持っています。 

 

 

④理想とする将来のまちの姿（イメージ） 

理想のまちの姿として、「安全・安心なまち」「健康のまち」の二つの回答が特に高く、以下、「子育

てのまち」「福祉のまち」「経済活動の活発な働きがいのあるまち」がほぼ同数で並んでいます。 

また、年齢が 30 歳代の回答者のうち 67.9％、世帯内に中学生以内の子どもがいる回答者のうち

66.5％が、それぞれ「子育てのまち」を理想の都市像に挙げています。 

 

42.8 

34.2 

32.2 

24.1 

17.5 

0% 20% 40% 60%

市内の公共交通の便がよい

働く場所がある

除排雪体制や地域の協力が整っている

日常の買い物の便がよい

娯楽・レクリエーション施設が整っている

32.8 36.7 10.0 4.3

3.2

11.7

1.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

住み続けたい できれば住み続けたい できれば住み続けたくない
住み続けたくない 転出する予定がある わからない
無回答

56.6

46.8

33.3

32.7

32.3

23.2

18.3

10.3

8.8

7.7

5.9

2.5

0% 20% 40% 60%

災害に強く、犯罪の少ない安全・安心なまち

いつまでも元気に暮らすことのできる健康のまち

安心して子どもを生み育てることのできる子育ての…

住み慣れた地域で共に支え合いながら暮らす福祉の…

産業が集積し、経済活動の活発な働きがいのあるまち

道路・都市基盤の整備された暮らしやすいまち

緑豊かな自然環境と市民が共生するまち

多くの人が訪れ、交流の盛んな観光のまち

芸術・文化を育み、スポーツに親しむまち

充実した学習環境のもとで生きる力を育む教育のまち

コミュニティや市民活動の盛んなまち

無回答
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⑤施策毎の満足度・重要度 

新岩見沢市総合計画の基本目標に準じて設定した施策項目ごとの「満足度」「重要度」を回

答結果に基づき数値化し、グラフ上に評価結果を示すことにより、相対的な位置付けを一覧

化しています。 

● 満足度…「循環型社会の形成」「緑豊かな環境の整備」「環境衛生対策の推進」に対す

る評価が高く、「中心市街地の活性化」「雇用環境の向上」「魅力ある観光の展

開」が低くなっています。 

● 重要度…「総合的な雪対策の推進」「医療体制の充実」「地域防災力の向上」の順に高

くなっています。 

また、改善に向けて最も重点的に取り組むべき施策（「満足度」が低く「重要度」が高い＝

グラフ上のⅡに位置するもの）として、「総合的な雪対策の推進」「雇用環境の向上」「中心市

街地の活性化」などが挙げられています。 

 

 

  

環境施策の推進

循環型社会の形成

環境衛生対策の推進
緑豊かな環境の整備

地域防災力の向上

安全・安心な生活環境の確保

総合的な雪対策の推進

計画的な土地利用の推進

住宅・住環境の整備

市民生活の利便性向上

地域情報化の推進

健康づくりの推進

病気の予防と早期発見

医療体制の充実

地域福祉の推進 子育て支援の推進

高齢者施策の推進

障がい者施策の推進

社会保障の充実

学校教育の充実

生涯学習の推進

地域との協働による教育の推進

文化の薫り高いまちづくり

スポーツ・レクリエーションの振興

国際化と地域間交流の推進

農業・農村の振興

森林の整備・活用

活力ある商工業の形成

中心市街地の活性化

魅力ある観光の展開

地域資源を生かした新産業創出

雇用環境の向上

市民と行政の連携・協働

まちづくりへの市民参画の推進

男女共同参画社会の形成

広域的な連携の推進

財政基盤の強化

効率的な行政経営の推進

平均

2.2

2.7

3.2

3.7

3.0 3.5 4.0 4.5

平均値
3.05

平均値
3.87

満足度

重要度

Ⅰ

ⅡⅣ

Ⅲ
高

低 高
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（２）市民ワークショップ 

岩見沢市の将来像やまちづくりへの自由な意見交換を通じ、市民の視点を新しい総合計

画に反映させることを目的として、「まちづくり市民ワークショップ」を開催しました。 

開催にあたっては、無作為抽出による参加案内（「市民意識調査」に同封）及び市ホーム

ページでの周知を行い、応募があった方の中から計 24人の市民が参加しました。 

 

回 日時（18：30～20：30） テ ー マ  

第 1回 平成29年1月 18日（水） いわみざわの“強み”と“弱み” 

第 2回 平成29年2月  1日（水） 
いわみざわの“強み”を活かして、やってみたいこと 

いわみざわの“弱み”を逆手にとって、やってみたいこと 

第 3回 平成29年2月 15日（水） 
いわみざわのまちづくりの“キーワード” 

いわみざわのまちづくりの“キャッチフレーズ” 

 

 

参加者からいただいた主な意見は、次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
○ 自然が豊かで空気がきれいなところ 
○ 農業が盛んなところ 
○ 札幌・千歳へのアクセスが良いところ 
○ 地元のお祭りが多いところ 
○ 教育機関に恵まれているところ 
○ 子育て支援が充実しているところ 

いわみざわの”強み” 
 
 
 
○ 雪が多いところ 
○ 雇用の場が少ないところ 
○ 市内交通が不便なところ 
○ 市の魅力の発信が少なく見えるところ 
○ 空き家が増えているところ 
○ 道の駅がないところ 

いわみざわの”弱み” 

 
 
 

○ 自然を活かしたサイクリングコースの造成 

○ 食と農業の体験施設を作り、修学旅行を誘致 

○ 市外通勤者への交通費補助による定住促進 

〇 特産物を集めたイベントの開催 

”強み”を活かして、やってみたいこと 
 
 
 

○ 雪の撮影を行う映画ロケの誘致 

○ 空き家を活用して作る農園付きアパート

の賃貸による移住者の増加 

”弱み”を逆手にとって、やってみたいこと 

 
 
 

○ 自然 ○ 雪 ○ 田園 ○ 地産地消 

○ 札幌に近い ○ ちょうどいい規模 

○ 過疎地 ○ 生きがい ○健康 ○笑顔 

○ 人が集う ○ 歴史文化 ○ 安全安心 

○ みんなでつくる ○ すべてを活かす 

まちづくりの”キーワード” 
 
 
 

○ あなたとおいしい景色がみたい岩見沢 

○ あなたと創るまち 

○ わたしのいる場所がここにある 

○ 住んで良かったといえるまち 

○ 未来人を創造する岩見沢 

まちづくりの“キャッチフレーズ” 
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第２部 

基本構想 
（原案） 
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第１章 まちづくりの基本的視点と将来像 

１ まちづくりの基本的視点 

この総合計画を推進するにあたり、重視する基本となる考え方について、次の 3 つの基本

的視点を定め、今後のまちづくりを進めます。 

 

 

視点１ 市民主体による協働のまちづくり 

総合計画は、平成27年に施行された「岩見沢市まちづくり基本条例」の中で、「将来を見

据えた市政運営を行うための最上位の計画」と位置付けられており、条例の基本理念である

「情報共有」「参加」「協働」のもと、市民、議会及び行政がそれぞれの役割を果たしながら、

市民主体による自主自立のまちづくりを推進します。 

 

視点２ 地域特性を活かした魅力あふれるまちづくり 

まちの価値を高め、人口減少を抑制していくために、若者にとっても魅力ある「住んでみた

い」まちづくりと、誰もが安心して暮らすことができる「住み続けたい」まちづくりにつながる取

組みを推進します。 

 

視点３ 次世代につなげる持続可能なまちづくり 

厳しい財政状況のもとで、誰もが幸せや豊かさを実感できるまちであり続けるため、行財政

運営の観点では、事業の「選択と集中」を進め、限られた経営資源を効率的・効果的に活用

することにより、将来の世代に負担を残さない持続可能なまちづくりを推進します。 
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２ 将来都市像 

 

 

 

（検討中） 
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３ 将来人口 

本市の将来人口について、国立社会保障・人口問題研究所（社人研）の推計では、平成 52

（2040）年に 60,523人に減少するものと見込まれています。 

平成 28年 1月に策定した「岩見沢市人口ビジョン」では、合計特殊出生率の向上や定住・

転入促進を図るための総合的な施策を展開することにより人口減少を抑制し、平成 52（2040）

年に 66,000人、平成 72（2060）年に 55,200人とすることを将来展望として示しています。 

本計画では、この将来展望に基づき、計画の最終年度となる平成 39（2027）年の目標人口

を 76,100人と設定します。 

 

 
※ 2045年以降の「社人研推計」は、国立社会保障・人口問題研究所の推計（2040年まで）に準拠して、本市が

独自に 2060年まで延長して推計したもの。 

 

 

 

■目標年度における人口推計 

 

 

  

60,523 

41,189 

90,145 

66,882 

55,230 

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060

社人研推計 試算（将来展望）

人数 構成比 人数 構成比

80,038人 76,124人

年少人口 15歳未満 8,615人 10.8% 8,404人 11.0%

生産年齢人口 15歳以上65歳未満 42,391人 53.0% 39,155人 51.4%

老年人口 65歳以上 29,033人 36.3% 28,564人 37.5%

区分

平成34（2022)年 平成39（2027）年

（中間年度） （目標年度）

総人口

（人） 

（年） 

約 14千人 
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４ 土地利用 

岩見沢市の区域における土地は、市民のための大切な資源であるとともに、市民生活や経済活

動を支える共通の基盤です。 

本市の場合、平成18年3月の市町村合併により市域が拡大した経緯から、多様な特性をもった地

域で構成されており、土地利用に当たっては、公共の福祉や自然環境の保全、地域ごとの特性や

歴史・文化等にも配慮しながら、効率的で均衡のとれた活用を図ることにより、快適で魅力ある都市

環境を創造していく必要があります。 

 

「都市地域」・・・誰もが安全に安心して暮らすことができる都市づくりを実現するため、中

心拠点への都市機能の集積や居住者の誘導により、生活サービスの効率化

や維持を図るとともに、日常生活を支える生活拠点とを結ぶ道路・公共交

通等によるネットワークの整備を進めます。 

また、市街地周辺に広がる農地や自然環境と調和した、岩見沢らしい緑や

歴史を活かした魅力あるまちづくりを推進します。 

 

「農業地域」・・・長期にわたり総合的に農業振興を図るため、農業生産の基盤となる農用地

の確保、農業生産基盤の整備などにより、優良農地の維持・活用を進める

とともに、農村景観や生態系の保全、災害防止機能及び都市と農村の交流

空間としての利用を図ります。 

 

「森林地域」・・・木材及び林産物の生産機能だけでなく、水資源のかん養、国土や地球環境

の保全など、森林の有する優れた機能を発揮させるため、森林の保全と育

成を図るとともに、適正な利活用を進めます。 
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第２章 施策の大綱 

基本目標１ 地域で支え合う 安全・安心なまち 

（防災・防犯・地域コミュニティ） 

「安全・安心」は、まちづくりの基本となるものです。 

災害の発生に備えた地域防災力の向上を図るとともに、冬期間の安全確保や消防・救急体

制の充実、防犯・交通安全対策・消費者保護など、市民が安心して暮らすことのできるまち

づくりを進めます。 

また、地域のつながりや支え合い、主体的なまちづくり活動に対する支援や男女共同参画

社会の実現に向けた環境整備を進めます。 

 

基本施策１-１ 地域防災力の向上 

災害に強いまちづくりを推進するため、避難行動要支援者等に対する避難支援体制

の構築や災害応急体制を強化するとともに、防災意識の高揚や地域内での体制づくり

を通じて自助・共助・公助の精神を高め、地域防災力の向上を図ります。 

基本施策１-２ 総合的な雪対策の推進 

冬期間の安全・安心な暮らしを確保するため、地域や事業者との連携・協働のもと、

効率的な除排雪体制の構築や地域自主排雪に対する支援を行うとともに、高齢者世帯

等の除雪弱者への支援など、地域のニーズに即した「総合的な雪対策」を推進します。 

基本施策１-３ 消防・救急体制の充実 

市民の尊い生命や財産を守るため、関係機関・団体等とも連携し、火災予防対策を

推進するとともに、消防力の強化と救急救命体制の充実を図ります。 

基本施策１-４ 安全・安心な生活環境の確保 

市民が安心して暮らせる地域社会の実現に向け、関係機関や地域と連携して、防犯

や交通安全に対する意識醸成を図るとともに、防犯活動や交通安全対策を推進します。 

また、消費者被害やトラブルを未然に防ぐとともに、消費生活の安定と向上を図る

ため、相談体制の強化や情報提供・啓発活動の充実に努めます。 

基本施策１-５ 地域コミュニティの活性化 

市民の参画と協働のもと、市民が主体となって地域課題を解決するための取組みを

支援することにより、地域コミュニティ機能の維持・向上と活性化を図ります。 

基本施策１-６ 男女共同参画社会の実現 

男女が性別にかかわりなく社会のあらゆる分野に参画し、その個性と能力が十分発

揮できる男女参画社会の実現に向け、普及・啓発や環境づくりを推進します。 
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基本目標２ みんなが健康で元気に暮らせるまち 

（健康・福祉・医療） 

市民一人ひとりが生きがいをもって元気で健康に暮らすことができれば、まち全体が元気

になります。 

誰もがいつまでも健やかで生き生きと暮らすことができるよう、市民の健康づくりや高齢

者・障がい者福祉、地域医療の充実に努め、地域全体で市民の元気で健康な生活を支える「健

康コミュニティ」を推進します。 

 

基本施策２-１ 健康づくりの推進 

いつまでも健康で生きがいをもった生活を送ることができるよう、市民一人ひとり

のライフステージに応じた主体的な健康づくりを支援するとともに、産学官が一体と

なって市民の健康を支える地域社会「健康コミュニティ」を推進します。 

基本施策２-２ 高齢者福祉の充実 

高齢者が生きがいをもちながら、住み慣れた地域で安心して暮らしていくことがで

きるよう、健康を維持し、自立した生活を送ることができる環境づくりを進めるとと

もに、就労や地域活動、趣味等を通じた積極的な社会参加の機会の拡充を図ります。 

基本施策２-３ 障がい者福祉の充実 

ノーマライゼーションの理念のもと、障がいのある人も住み慣れた地域で安心して

暮らすことができるよう、市民一人ひとりが障がいや障がいのある人に対する理解を

深める中で、多様なニーズに対応した相談支援やサービス提供体制の充実を図るとと

もに、就労支援やスポーツ・芸術文化活動などの社会参加の支援に取り組みます。 

基本施策２-４ 地域福祉の推進 

支え合いの精神に基づく地域福祉への意識醸成を図るとともに、担い手の育成や、

福祉・保健・医療・介護・教育等の分野間の連携・協働による地域福祉を推進します。 

基本施策２-５ 社会保障制度の適正な運営 

誰もが健康で安心して生活することができるよう、国民健康保険や後期高齢者医療

制度、国民年金の健全かつ持続可能な運営と適正なサービスの提供に努めます。また、

生活困窮者に対しては、生活保護制度の適正な運用を行うとともに、就労支援など自

立に向けた相談・指導体制の充実を図ります。 

基本施策２-６ 地域医療体制の充実 

南空知圏域全体において専門性の高い良質な医療を確保できるよう、病床機能の分

化を図り、医療機関相互の役割分担と連携を促進することにより、医療ニーズに即し、

地域で完結する医療提供体制の構築を目指すとともに、市立総合病院は、その中核的

な役割を担う基幹病院として、高度医療等を提供する体制の充実に向けた取組みを推

進します。 

また、夜間や休日における急病患者に対する適切な医療の確保に努めます。 
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基本目標３ 活力と賑わいに満ちた 魅力あふれるまち 

（産業経済・交流） 

人口減少社会の克服には、経済の活性化や定住・交流人口の増加による地域の活力の創出

が不可欠です。 

関係団体や事業者とも連携し、農業・商工業の振興を図るとともに、新産業の創出や企業

立地を推進し、雇用の拡大に努めます。また、観光の振興や中心市街地の活性化を通じた賑

わいの創出を図るとともに、移住・定住の促進に向けた多様な施策を展開します。 

 

基本施策３-１ 農林業の振興 

本市農業の持続的発展を目指し、農業経営の安定と農業所得の向上に向けた取組み

や、担い手の育成・確保を進めるとともに、農業・農村の有する多面的機能の維持・

発揮等を通じた農村地域の振興を推進します。 

林業の振興にあっては、森林の有する多面的機能を維持・発揮させるよう、計画的

な整備と保全に努めます。 

基本施策３-２ 商工業の振興と中心市街地の活性化 

中小企業者による経営基盤の強化、人材育成、創業や新事業展開等に向けた取組み

を関係機関とも連携して支援することにより、地域経済の活性化を図ります。 

また、商業者や関係団体が行う集客・販売促進事業を支援するとともに、中心市街

地の活性化に向けた賑わいの創出や都市機能の集積、居住者の誘導等を推進します。 

基本施策３-３ 新産業の創出と企業立地の推進 

地域経済の活性化と魅力ある雇用の拡大を図るため、本市の強みである高度 ICT 基

盤等の地域資源を最大限活用し、成長分野における新産業の創出や新分野進出に取り

組むとともに、企業立地の推進と集積を図ります。 

基本施策３-４ 雇用の拡大と就業環境の充実 

関係機関や事業者との連携により安定した雇用を確保するとともに、本市の有する

高度 ICT 基盤も活用した企業誘致や新分野進出、創業支援等による新しい雇用の創出

を図ります。また、若者や女性、高齢者、障がい者など働く意欲のあるすべての市民

が安心して働くことができる就業環境の充実を目指します。 

 

基本施策３-５ 地域資源を活かした観光の振興 

観光誘客の拡大による交流人口の増加や地域の活性化を図るため、関係団体や事業

者、市民と行政が連携し、本市の持つ豊富な地域資源を発掘・活用するとともに、そ

の魅力を広く国内外に情報発信することにより、何度でも訪れたくなるまちづくりを

推進します。 
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基本施策３-６ 移住・定住の促進 

将来にわたって地域の活力を維持・発展させるため、市内在住者の定着と市外からの移

住の促進に向けた住宅、就業、結婚、子育て等の多様な施策を展開するとともに、本市の

魅力や優位性を効果的に発信するためのプロモーション戦略を推進します。 

 

基本施策３-７ 国際・地域間交流の推進 

海外の姉妹都市との交流活動の推進を通じた国際感覚の醸成や異文化への理解の促

進を図るとともに、市内在住の外国人や観光客が快適に過ごすことができるような共

生のまちづくりを推進します。 

また、国内の都市間交流を深め、地域間連携の強化や交流人口の増加を図ります。 
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基本目標４ 豊かな心と生きる力をはぐくむまち 

（子ども・子育て・教育・文化） 

安心して子どもを産み育てることができる環境のもと、地域全体で子どもの健やかな成長

を支えるとともに、未来を担う子供たちの豊かな心と優れた知性、生きる力を育む社会を創

ります。 

市民一人ひとりが健康で心豊かな人生を過ごすことができるよう、生涯学習の充実や、芸

術文化・スポーツに親しむことのできる環境づくりを進めます。 

 

基本施策４-１ 子ども・子育て支援の充実 

結婚から妊娠・出産・子育てにいたる切れ目のない支援の充実を図るとともに、地

域全体で子どもの健やかな成長や子育てを支えていくための総合的な環境整備を推進

します。 

基本施策４-２ 学校教育の充実 

知・徳・体のバランスのとれた「生きる力」を育み、郷土に誇りと愛着をもった子

どもを育てるため、一人ひとりの個性を活かし、能力を伸ばす学校教育を推進すると

ともに、安心して学ぶことのできる指導体制や教育環境の充実に努めます。 

基本施策４-３ 生涯学習の振興と社会教育の充実 

市民の誰もがそれぞれの関心に応じて自由に学ぶことができるよう、多様なニーズ

に対応した学習機会や情報の提供を行うとともに、生涯学習センターや図書館等の施

設について、適切な維持管理と利便性の向上に努めます。 

また、青少年の健全な成長を地域全体で支えるための環境づくりを推進します。 

基本施策４-４ 芸術文化・スポーツの振興 

市民の芸術文化活動への支援や芸術文化に親しむ環境づくりに努めるとともに、文

化財や郷土芸能の保存・継承と活用を通じ、郷土への理解と関心の醸成を図ります。 

また、誰もが生涯にわたってスポーツに親しむことのできるよう、競技スポーツと

生涯スポーツの推進を図ります。 

さらに、北海道教育大学岩見沢校とも連携し、市民が「芸術文化・スポーツのまち」

を実感することのできる取組みを推進します。 
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基本目標５ 自然と調和した 快適で暮らしやすいまち 

（都市基盤・環境） 

快適かつ安全に暮らすことのできる都市基盤の構築に向け、利便性の高い市街地や快適な

居住環境の形成、道路・橋梁の適正な整備と維持管理、公共交通の利便性の向上及び上下水

道の適正運営に努めます。 

また、緑豊かな自然環境の維持・保全に努めるとともに、循環型社会の形成を推進します。 

さらに、本市の強みである高度 ICT基盤を活用し、様々な地域課題の解決に取り組みます。 

 

基本施策５-１ 魅力ある都市空間と快適な居住環境の形成 

市民一人ひとりが安全で快適な生活を実感できるよう、利便性の高い市街地を形成

することにより、まちの魅力や住みよさの向上を図ります。 

また、市営住宅の維持管理や更新・長寿命化を計画的に進めるとともに、既存の住

宅の耐震化や空き家対策への取組みを行い、快適な居住環境の形成を推進します。 

基本施策５-２ 快適な道路環境の確保 

快適かつ安全に利用できる道路環境を確保するため、国・道とも連携し、都市の骨

格となる幹線道路や市民の暮らしを支える生活道路の整備を計画的に進めるとともに、

老朽化した道路・橋梁の長寿命化を図るなど、適正な維持管理に努めます。 

基本施策５-３ 公共交通の利便性の向上 

市民生活や交流の基盤となる公共交通の確保と利便性の向上を図るため、地域住民

や交通事業者、関係自治体との連携・協力のもと、利用者のニーズに即した路線バス

の運行や新たな公共交通の導入などの取組みを進めることにより、総合的な公共交通

体系を確立するとともに、住民意識の醸成と利用の促進に努めます。 

基本施策５-４ 上下水道の適正な運営 

上水道においては安全で良質な水の安定供給、下水道においては居住環境の向上と

公共用水域の水質保全の確保を基本とし、施設の更新・長寿命化を計画的に進めると

ともに、効率的な維持管理を通じた健全経営の維持に努めます。 

基本施策５-５ 緑豊かなまちづくりの推進 

地域の特性や市民のニーズに対応した公園・緑地の計画的かつ適正な維持管理に努

めるとともに、市民や民間事業者との協働による緑の街並みづくりや保全活動を推進

することにより、本市の特性を活かした緑あふれる都市空間の形成を図ります。 

基本施策５-６ 環境の保全と循環型社会の形成 

環境保全に対する意識啓発や自然エネルギーの推進、ごみの発生の抑制と再使用の

推進等の総合的な環境施策を推進することにより、市民と事業者、行政が一体となっ

て、環境への負荷の少ない社会の構築を目指します。 
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基本施策５-７ 地域情報化の推進 

本市の特性である高度 ICT 基盤のもと、市民や企業のニーズを把握し、産業経済、

教育、健康・医療・福祉、安心・安全等の様々な分野における地域課題の解決に向け

た施策を展開することにより、地域経済の活性化と市民生活の質的向上を目指します。 
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基本目標６ 市民とともに創る 持続可能で自立したまち 

（市民参画・行財政運営） 

市民と行政との協働によるまちづくりを推進に向け、積極的な情報発信の充実と市民が市

政に参画する機会の拡充を図ります。 

また、行財政改革の取組みを進めることにより、持続可能な行財政基盤の確立を図ります。 

 

基本施策６-１ 開かれた市政の推進 

市民主体による自主自立のまちづくりに向け、様々な媒体やメディアを活用した積

極的な行政情報の発信に努めるとともに、市民が市政に対して意見・提言することの

できる機会の充実を図ることにより、誰もが市政に参画できる環境づくりを推進しま

す。 

 

基本施策６-２ 持続可能な行財政基盤の確立 

施策・事務事業の不断の見直しを通じた経営資源の最適配分や財政の健全化、公共

施設の適正配置、行政組織の再構築等の行財政改革の取組みをさらに進めることによ

り、持続可能な行財政基盤の確立を図ります。 

 

 



 



 


